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今後の主な制度改正について 

 

１．国民健康保険料（税）の賦課限度額の見直し（R8.4 月施行） 

・国民健康保険料（税）の基礎賦課（課税）額に係る賦課（課税）限度額については、 

現行の 66 万円から 67 万円に１万円引き上げ 

・令和８年度から施行される子ども・子育て支援納付金賦課（課税）額に係る賦課（課税） 

限度額は３万円 

（※後期高齢者支援金等賦課（課税）額に係る賦課（課税）限度額は現行の 26 万円で据え置き、

介護納付金賦課（課税）額も現行の 17 万円で据え置き） 

→地方税法施行令等の改正を踏まえて各自治体で条例を改正 

 

２．低所得者に係る軽減判定所得の見直し（R8.4 月施行） 

・５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数及び特定同一世 

帯所属者数に乗ずる金額を現行の 30.5 万円から 31 万円に５千円引き上げ 

・２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数及び特定同一世 

帯所属者数に乗ずる金額を現行の 56 万円から 57 万円に１万円引き上げ 

→地方税法施行令等の改正を踏まえて各自治体で条例を改正 

 

３．食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の見直し（R8.6 月施行） 

 ・食材等の高騰の影響により、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生

活療養の費用が増額しているため、所得に応じて基準額を増額とする見直しが実施 

 

４．高額療養費制度の自己負担額の見直し（R8.8 月施行） 

 ・R8.8 月から以下のとおり自己負担額の見直しが実施 

 

資料５ 

R7.12.26 令和 8 年度の国民健康保険事業費納付金

及び標準保険料率の算定に用いる係数について【参

考資料】（厚生労働省） 
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５．子ども・子育て支援金制度（R8.4 月施行） 

 ・少子化対策の抜本的強化にあたり、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとし

て、医療保険者に被保険者等から保険料とあわせて子ども・子育て支援金を徴収させ、国に子ど

も・子育て支援納付金として納付する。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

６．外国人被保険者の国保料（税）前納制度の導入（R8.4～） 

 ・日本国内に住所を有している外国人被保険者が国保料（税）を適切に納付することを目的とし

て、海外からの入国初年度の国保料（税）について（※）は、通常の納期限から前倒して納付さ

せる仕組み（=前納）の導入が開始。 

  ※外国人に限らず、帰国した日本人も同様の取扱いとする。 

 ・導入を希望する自治体において、令和８年４月以降、任意で条例を改正し導入する。 


